
                                              

 

令和 6年 5月 1日 

お客さま 各位 

豊橋信用金庫  

 

「ネクタイ着用の通年自由化」実施のお知らせ 

 

 

当金庫は、令和 6 年 5 月 1 日（水）より、職員の働きやすい環境づくりや省エネルギー

対策を目的として、「ネクタイ着用の通年自由化」を実施いたします。 

 

 

〇取組みの背景 

当金庫では、これまでも SDGsの取組みの一環としてクールビズ・ウォームビズを実施

していました。しかし、近年では、多様な価値観や多様性を尊重する社会へと大きく変化

し、勤務時の服装についても会社や個人に委ねる動きが広まっています。そこで、当金庫

でも、職員が自分らしく生き生きと働き、自由な発想が生まれる職場を目指す第一歩と

して「ネクタイ着用の通年自由化」を実施することとしました。 

 

〇取組みの考え方 

 「ネクタイ着用の通年自由化」は、ネクタイ着用を個人の判断に委ねるものです。ネク

タイを着用する・着用しないを職員一人ひとりが自ら考え、それぞれの業務内容や TPO

（時間、場所、場面）に相応しく清潔感がある服装を心がけます。 

  

〇環境保全の取組み 

  当金庫は、SDGsの実現に向けて地球温暖化対策として CO2排出量削減に取り組んでい

ます。1年を通して、ロビーや営業室の室温をこまめに調整し、お客さまにとっても職員

にとっても居心地の良い環境づくりに取り組みます。 

 

  

皆さまのご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

豊橋信用金庫 総合企画部 石田 

電話番号：0532-57-7112 



詳細はこ
ち
ら

QRコード

とよしんは、この取組みを通して、多様な価値観を尊重し
⾃由な発想が⽣まれる職場を⽬指します。また、室温をこまめに
調整し、地球環境に配慮した店舗づくりに取組みます。

皆様のご理解、ご協⼒のほどよろしくお願い申し上げます。

とよしんは、令和6年5⽉1⽇（⽔）より

「ネクタイ着⽤の通年⾃由化」を実施しています。

職員⼀⼈ひとりが⾃律的に考え、

業務内容やTPOに相応しい服装を⼼がけています。


